
港
湾
法
施
行
令
及
び
特
定
外
貿
埠
頭
の
管
理
運
営
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文

一

港
湾
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
四
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１

二

特
定
外
貿
埠
頭
の
管
理
運
営
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
二
百
七
十
八
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
３

三

阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
神
戸
港
の
特
定
用
途
港
湾
施
設
の
災
害
復
旧
事
業
に
対
す
る
補
助
の
対
象
と

な
る
施
設
等
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
四
十
五
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
四
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
５

四

東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
の
国
土
交
通
省
関
係
規
定
の
施
行
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
百
三
十
四

号
）
（
抄
）
（
附
則
第
五
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
６
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○

港
湾
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
四
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
国
の
貸
付
け
の
条
件
の
基
準
）

（
国
の
貸
付
け
の
条
件
の
基
準
）

第
五
条

法
第
五
十
五
条
の
七
第
一
項
の
国
の
貸
付
金
に
関
す
る
貸
付
け
の
条
件
の

第
五
条

法
第
五
十
五
条
の
七
第
一
項
の
国
の
貸
付
金
に
関
す
る
貸
付
け
の
条
件
の

基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

港
湾
管
理
者
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
き
次
条
第
七
号
の
承

四

港
湾
管
理
者
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
き
次
条
第
九
号
の
承

認
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
あ
ら
か
じ
め
国
土
交
通
大
臣
の
承
認
を
受
け
な

認
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
あ
ら
か
じ
め
国
土
交
通
大
臣
の
承
認
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
同
条
第
八
号
の
指
示
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
あ
ら
か
じ

け
れ
ば
な
ら
ず
、
同
条
第
十
号
の
指
示
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
あ
ら
か
じ

め
そ
の
旨
を
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と

め
そ
の
旨
を
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と

。

。

五

（
略
）

五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
港
湾
管
理
者
の
貸
付
け
の
条
件
の
基
準
）

（
港
湾
管
理
者
の
貸
付
け
の
条
件
の
基
準
）

第
六
条

法
第
五
十
五
条
の
七
第
一
項
の
国
の
貸
付
け
に
係
る
港
湾
管
理
者
の
貸
付

第
六
条

法
第
五
十
五
条
の
七
第
一
項
の
国
の
貸
付
け
に
係
る
港
湾
管
理
者
の
貸
付

金
に
関
す
る
貸
付
け
の
条
件
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

金
に
関
す
る
貸
付
け
の
条
件
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

（
削
除
）

五

貸
付
け
を
受
け
る
者
は
、
そ
の
貸
付
け
に
関
し
担
保
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
担
保
が
保
証
で
あ
る

と
き
は
、
保
証
人
が
貸
付
け
を
受
け
る
者
と
連
帯
し
た
保
証
と
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
削
除
）

六

貸
付
け
を
受
け
る
者
は
、
担
保
の
価
額
が
減
少
し
、
又
は
保
証
人
を
不
適
当

と
す
る
事
情
が
生
じ
た
と
き
は
、
港
湾
管
理
者
の
指
示
に
よ
り
、
増
担
保
の
提

供
又
は
保
証
人
の
変
更
そ
の
他
担
保
の
変
更
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と

す
る
こ
と
。
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五
～
十
一

（
略
）

七
～
十
三

（
略
）

（
貸
付
け
の
条
件
の
基
準
及
び
加
算
金
の
規
定
の
準
用
）

（
貸
付
け
の
条
件
の
基
準
及
び
加
算
金
の
規
定
の
準
用
）

第
十
条

第
五
条
及
び
第
六
条
（
第
六
号
、
第
七
号
イ
及
び
第
八
号
を
除
く
。
）
の

第
十
条

第
五
条
及
び
第
六
条
（
第
八
号
、
第
九
号
イ
及
び
第
十
号
を
除
く
。
）
の

規
定
は
、
法
第
五
十
五
条
の
八
第
一
項
の
国
の
貸
付
け
及
び
同
項
の
国
の
貸
付
け

規
定
は
、
法
第
五
十
五
条
の
八
第
一
項
の
国
の
貸
付
け
及
び
同
項
の
国
の
貸
付
け

に
係
る
国
際
戦
略
港
湾
又
は
国
際
拠
点
港
湾
の
港
湾
管
理
者
の
貸
付
け
に
つ
い
て

に
係
る
国
際
戦
略
港
湾
又
は
国
際
拠
点
港
湾
の
港
湾
管
理
者
の
貸
付
け
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
第
六
条
第
十
一
号
を
除
く

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
第
六
条
第
十
三
号
を
除
く

。
）
中
「
港
湾
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
国
際
戦
略
港
湾
又
は
国
際
拠
点
港
湾
の

。
）
中
「
港
湾
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
国
際
戦
略
港
湾
又
は
国
際
拠
点
港
湾
の

港
湾
管
理
者
」
と
、
「
貸
付
け
を
受
け
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
貸
付
け
を
受
け
る

港
湾
管
理
者
」
と
、
「
貸
付
け
を
受
け
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
貸
付
け
を
受
け
る

港
湾
運
営
会
社
」
と
、
第
五
条
第
一
項
第
四
号
中
「
な
ら
ず
、
同
条
第
八
号
の
指

港
湾
運
営
会
社
」
と
、
第
五
条
第
一
項
第
四
号
中
「
な
ら
ず
、
同
条
第
十
号
の
指

示
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
を
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出

示
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
を
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
」
と
、
同
項
第
五
号
並
び
に
第

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
」
と
、
同
項
第
五
号
並
び
に
第

六
条
第
三
号
、
第
七
号
ロ
及
び
ハ
、
第
九
号
並
び
に
第
十
号
中
「
特
定
用
途
港
湾

六
条
第
三
号
、
第
九
号
ロ
及
び
ハ
、
第
十
一
号
並
び
に
第
十
二
号
中
「
特
定
用
途

施
設
」
と
あ
る
の
は
「
埠
頭
群
を
構
成
す
る
港
湾
施
設
」
と
、
同
条
第
十
一
号
中

港
湾
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
埠
頭
群
を
構
成
す
る
港
湾
施
設
」
と
、
同
条
第
十
三

「
貸
付
け
を
受
け
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
貸
付
け
を
受
け
る
港
湾
運
営
会
社
」
と

号
中
「
貸
付
け
を
受
け
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
貸
付
け
を
受
け
る
港
湾
運
営
会
社

、
「
港
湾
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
国
際
戦
略
港
湾
若
し
く
は
国
際
拠
点
港
湾
の

」
と
、
「
港
湾
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
国
際
戦
略
港
湾
若
し
く
は
国
際
拠
点
港

港
湾
管
理
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

湾
の
港
湾
管
理
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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○

特
定
外
貿
埠
頭
の
管
理
運
営
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
二
百
七
十
八
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
政
府
の
貸
付
け
の
条
件
の
基
準
）

（
政
府
の
貸
付
け
の
条
件
の
基
準
）

第
二
条

法
第
六
条
第
一
項
の
政
府
の
貸
付
金
に
関
す
る
貸
付
け
の
条
件
の
基
準
は

第
二
条

法
第
六
条
第
一
項
の
政
府
の
貸
付
金
に
関
す
る
貸
付
け
の
条
件
の
基
準
は

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

港
湾
管
理
者
は
、
次
条
第
八
号
の
承
認
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
あ
ら
か

五

港
湾
管
理
者
は
、
次
条
第
十
号
の
承
認
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
あ
ら
か

じ
め
国
土
交
通
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

じ
め
国
土
交
通
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

港
湾
管
理
者
が
法
第
六
条
第
一
項
の
政
府
の
貸
付
け
に
係
る
港
湾
管
理
者
の
貸

２

港
湾
管
理
者
が
法
第
六
条
第
一
項
の
政
府
の
貸
付
け
に
係
る
港
湾
管
理
者
の
貸

付
け
を
受
け
る
指
定
会
社
に
対
し
そ
の
貸
付
金
の
全
部
又
は
一
部
の
償
還
期
限
を

付
け
を
受
け
る
指
定
会
社
に
対
し
そ
の
貸
付
金
の
全
部
又
は
一
部
の
償
還
期
限
を

延
長
す
る
場
合
に
お
い
て
、
国
土
交
通
大
臣
が
そ
の
延
長
に
つ
い
て
災
害
そ
の
他

延
長
す
る
場
合
に
お
い
て
、
国
土
交
通
大
臣
が
そ
の
延
長
に
つ
い
て
災
害
そ
の
他

特
別
の
事
情
に
よ
り
償
還
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
た
め
や
む
を
得
な
い
も
の
と
認

特
別
の
事
情
に
よ
り
償
還
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
た
め
や
む
を
得
な
い
も
の
と
認

め
る
と
き
は
、
政
府
及
び
港
湾
管
理
者
は
、
当
該
貸
付
金
に
係
る
政
府
の
貸
付
金

め
る
と
き
は
、
政
府
及
び
港
湾
管
理
者
は
、
当
該
貸
付
金
に
係
る
政
府
の
貸
付
金

の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
、
担
保
の
提
供
を
せ
ず
、
か
つ
、
利
息
を
付
さ
な
い

の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
、
担
保
の
提
供
を
せ
ず
、
か
つ
、
利
息
を
付
さ
な
い

で
、
償
還
期
限
を
延
長
す
る
よ
う
貸
付
け
の
条
件
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

で
、
償
還
期
限
を
延
長
す
る
よ
う
貸
付
け
の
条
件
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

（
港
湾
管
理
者
の
貸
付
け
の
条
件
の
基
準
）

（
港
湾
管
理
者
の
貸
付
け
の
条
件
の
基
準
）

第
三
条

法
第
六
条
第
一
項
の
政
府
の
貸
付
け
に
係
る
港
湾
管
理
者
の
貸
付
金
に
関

第
三
条

法
第
六
条
第
一
項
の
政
府
の
貸
付
け
に
係
る
港
湾
管
理
者
の
貸
付
金
に
関

す
る
貸
付
け
の
条
件
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

す
る
貸
付
け
の
条
件
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

（
削
除
）

七

貸
付
け
を
受
け
る
指
定
会
社
は
、
そ
の
貸
付
け
に
関
し
担
保
を
提
供
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
担
保
が
保
証

で
あ
る
と
き
は
、
保
証
人
が
貸
付
け
を
受
け
る
指
定
会
社
と
連
帯
し
た
保
証
と

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
削
除
）

八

貸
付
け
を
受
け
る
指
定
会
社
は
、
担
保
の
価
額
が
減
少
し
、
又
は
保
証
人
を
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不
適
当
と
す
る
事
情
が
生
じ
た
と
き
は
、
港
湾
管
理
者
の
指
示
に
よ
り
、
増
担

保
の
提
供
又
は
保
証
人
の
変
更
そ
の
他
担
保
の
変
更
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
と
す
る
こ
と
。

七
～
十

（
略
）

九
～
十
二

（
略
）
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○

阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
神
戸
港
の
特
定
用
途
港
湾
施
設
の
災
害
復
旧
事
業
に
対
す
る
補
助
の
対
象
と

な
る
施
設
等
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
四
十
五
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
港
湾
法
施
行
令
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
の
読
替
え)

（
港
湾
法
施
行
令
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
の
読
替
え
）

第
二
条

法
第
七
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
港
湾
法
第
五
十
五
条
の
七
第
一
項
及
び
第

第
二
条

法
第
七
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
港
湾
法
第
五
十
五
条
の
七
第
一
項
及
び
第

三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
港
湾
法
施
行
令
（
昭

三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
港
湾
法
施
行
令
（
昭

和
二
十
六
年
政
令
第
四
号
）
第
五
条
及
び
第
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

和
二
十
六
年
政
令
第
四
号
）
第
五
条
及
び
第
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
令
第
五
条
第
一
項
第
五
号
中
「
特
定
用
途
港
湾
施
設
の
建
設
又
は
改
良
及
び
管

同
令
第
五
条
第
一
項
第
五
号
中
「
特
定
用
途
港
湾
施
設
の
建
設
又
は
改
良
及
び
管

理
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
用
途
港
湾
施
設
（
阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
対
処
す
る
た

理
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
用
途
港
湾
施
設
（
阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
対
処
す
る
た

め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
十
六
号
）

め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
十
六
号
）

第
七
十
二
条
に
規
定
す
る
特
定
用
途
港
湾
施
設
を
い
う
。
次
条
第
六
号
及
び
第
七

第
七
十
二
条
に
規
定
す
る
特
定
用
途
港
湾
施
設
を
い
う
。
次
条
第
八
号
及
び
第
九

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
災
害
復
旧
事
業
（
同
法
第
七
十
一
条
に
規
定
す
る
災
害

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
災
害
復
旧
事
業
（
同
法
第
七
十
一
条
に
規
定
す
る
災
害

復
旧
事
業
を
い
う
。
次
条
第
六
号
、
第
七
号
イ
及
び
第
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

復
旧
事
業
を
い
う
。
次
条
第
八
号
、
第
九
号
イ
及
び
第
十
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

」
と
、
同
令
第
六
条
第
六
号
中
「
所
定
の
工
事
実
施
計
画
、
管
理
運
営
計
画
」
と

」
と
、
同
令
第
六
条
第
八
号
中
「
所
定
の
工
事
実
施
計
画
、
管
理
運
営
計
画
」
と

あ
る
の
は
「
災
害
復
旧
事
業
に
関
す
る
工
事
実
施
計
画
」
と
、
「
建
設
又
は
改
良

あ
る
の
は
「
災
害
復
旧
事
業
に
関
す
る
工
事
実
施
計
画
」
と
、
「
建
設
又
は
改
良

及
び
管
理
」
と
あ
る
の
は
「
災
害
復
旧
事
業
」
と
、
同
条
第
七
号
イ
中
「
工
事
実

及
び
管
理
」
と
あ
る
の
は
「
災
害
復
旧
事
業
」
と
、
同
条
第
九
号
イ
中
「
工
事
実

施
計
画
、
管
理
運
営
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
災
害
復
旧
事
業
に
関
す
る
工
事
実
施

施
計
画
、
管
理
運
営
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
災
害
復
旧
事
業
に
関
す
る
工
事
実
施

計
画
」
と
、
同
条
第
八
号
中
「
所
定
の
工
事
実
施
計
画
、
管
理
運
営
計
画
」
と
あ

計
画
」
と
、
同
条
第
十
号
中
「
所
定
の
工
事
実
施
計
画
、
管
理
運
営
計
画
」
と
あ

る
の
は
「
災
害
復
旧
事
業
に
関
す
る
工
事
実
施
計
画
」
と
、
「
第
二
条
各
号
に
定

る
の
は
「
災
害
復
旧
事
業
に
関
す
る
工
事
実
施
計
画
」
と
、
「
第
二
条
各
号
に
定

め
る
要
件
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
災
害
復
旧
事
業
の
目
的
」
と
す
る
。

め
る
要
件
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
災
害
復
旧
事
業
の
目
的
」
と
す
る
。
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○

東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
の
国
土
交
通
省
関
係
規
定
の
施
行
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
百
三
十
四

号
）
（
抄
）
（
附
則
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
港
湾
法
施
行
令
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
の
読
替
え)

（
港
湾
法
施
行
令
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
の
読
替
え
）

第
三
条

法
第
百
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
港
湾
法
第
五
十
五
条
の
七
第
一
項
及
び

第
三
条

法
第
百
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
港
湾
法
第
五
十
五
条
の
七
第
一
項
及
び

第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
港
湾
法
施
行
令
（

第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
港
湾
法
施
行
令
（

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
四
号
）
第
五
条
及
び
第
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
四
号
）
第
五
条
及
び
第
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

、
同
令
第
五
条
第
一
項
第
五
号
中
「
特
定
用
途
港
湾
施
設
の
建
設
又
は
改
良
及
び

、
同
令
第
五
条
第
一
項
第
五
号
中
「
特
定
用
途
港
湾
施
設
の
建
設
又
は
改
良
及
び

管
理
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
用
途
港
湾
施
設
（
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め

管
理
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
用
途
港
湾
施
設
（
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め

の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
の
国
土
交
通
省
関
係
規
定
の
施
行

の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
の
国
土
交
通
省
関
係
規
定
の
施
行

等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
百
三
十
四
号
）
第
二
条
各
号
に
掲
げ

等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
百
三
十
四
号
）
第
二
条
各
号
に
掲
げ

る
も
の
に
限
る
。
次
条
第
六
号
及
び
第
七
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
災
害
復
旧

る
も
の
に
限
る
。
次
条
第
八
号
及
び
第
九
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
災
害
復
旧

事
業
（
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す

事
業
（
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す

る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
四
十
号
）
第
百
三
十
五
条
に
規
定
す
る
災
害
復

る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
四
十
号
）
第
百
三
十
五
条
に
規
定
す
る
災
害
復

旧
事
業
を
い
う
。
次
条
第
六
号
、
第
七
号
イ
及
び
第
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」

旧
事
業
を
い
う
。
次
条
第
八
号
、
第
九
号
イ
及
び
第
十
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」

と
、
同
令
第
六
条
第
六
号
中
「
所
定
の
工
事
実
施
計
画
、
管
理
運
営
計
画
」
と
あ

と
、
同
令
第
六
条
第
八
号
中
「
所
定
の
工
事
実
施
計
画
、
管
理
運
営
計
画
」
と
あ

る
の
は
「
災
害
復
旧
事
業
に
関
す
る
工
事
実
施
計
画
」
と
、
「
建
設
又
は
改
良
及

る
の
は
「
災
害
復
旧
事
業
に
関
す
る
工
事
実
施
計
画
」
と
、
「
建
設
又
は
改
良
及

び
管
理
」
と
あ
る
の
は
「
災
害
復
旧
事
業
」
と
、
同
条
第
七
号
イ
中
「
工
事
実
施

び
管
理
」
と
あ
る
の
は
「
災
害
復
旧
事
業
」
と
、
同
条
第
九
号
イ
中
「
工
事
実
施

計
画
、
管
理
運
営
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
災
害
復
旧
事
業
に
関
す
る
工
事
実
施
計

計
画
、
管
理
運
営
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
災
害
復
旧
事
業
に
関
す
る
工
事
実
施
計

画
」
と
、
同
条
第
八
号
中
「
所
定
の
工
事
実
施
計
画
、
管
理
運
営
計
画
」
と
あ
る

画
」
と
、
同
条
第
十
号
中
「
所
定
の
工
事
実
施
計
画
、
管
理
運
営
計
画
」
と
あ
る

の
は
「
災
害
復
旧
事
業
に
関
す
る
工
事
実
施
計
画
」
と
、
「
第
二
条
各
号
に
定
め

の
は
「
災
害
復
旧
事
業
に
関
す
る
工
事
実
施
計
画
」
と
、
「
第
二
条
各
号
に
定
め

る
要
件
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
災
害
復
旧
事
業
の
目
的
」
と
す
る
。

る
要
件
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
災
害
復
旧
事
業
の
目
的
」
と
す
る
。


